
株 主 各 位

第46期定時株主総会招集ご通知
インターネット開示事項

新株予約権等の状況
業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要

連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

（2018年２月１日から2019年１月31日まで）

ベステラ株式会社

連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社
定款第14条の規定に基づき，インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.
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新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

第８回新株予約権
発行決議日 2017年３月17日

新株予約権の数 2,190個

新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式
(新株予約権1個につき

219,000株
100株)

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり400円

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権1個当たり
(1株当たり

217,100円
2,171円)

権利行使期間 2019年５月１日から
2024年４月３日まで

行使の条件 (注) 1、2

役員の
保有状況

取締役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数
目的となる株式数
保有者数

2,040個
204,000株

5名

社外取締役
新株予約権の数
目的となる株式数
保有者数

120個
12,000株

1名

監査役
新株予約権の数
目的となる株式数
保有者数

30個
3,000株

3名
(注) 1．新株予約権の割当を受けたものは、下記(i）(ii)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書におけ

る損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業
績判定水準のいずれかを超過した場合に、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降
に行使することができます。

　　　　(i)　決算期：2019年１月期
　　　　　　　　業績判定基準　営業利益　金　800百万円
　　　　(ii) 決算期：2020年１月期から2022年１月期のいずれかの期
　　　　　　　　業績判定基準　営業利益　金1,000百万円
　　 2．新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関連会社の役員または従業員である

ことを要します。その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結しております「新株予約権割当契約書」等に定めております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。



業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要
　当社は業務の適正性を確保するための体制として、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他会社の業務の適正を確保するための体制を定めており、その決定内容および運用状況の概要は以下のとお
りであります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業が存続していくためには、コンプライアンスの周知徹底が不可欠であると深く認識しており、全て

の役職員が公正かつ高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めます。
①取締役会は、法令および定款で定められた事項および経営に関する重要事項につき、充分に審議した上で意思決

定を行うとともに、職務執行する取締役に対し、その執行状況等に関わる報告を求めて経営方針の進捗状況を把
握し、職務執行の適正性を管理監督します。

②監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程および職務執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、取締
役および使用人の職務執行状況等に関して意見の陳述や報告を行い、必要に応じて助言・勧告、場合によっては
適切な処置を講じます。

③全体会議は、定期的に開催し、取締役・監査役および幹部社員による重要な意思決定と業務執行の経過に対して
多面的な検討を行うとともに、相互監視を行います。

④内部監査部門として社長室を設定し、定期監査とともに必要に応じて任意監査を実施して、日常の職務執行状況
を把握し、その改善を図ります。

⑤コンプライアンス体制の維持のため、弁護士および監査法人等の外部専門家と密に連携を図ります。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、管理基準および管理体制を整備し、法令および｢文書管理規

程｣に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役等が閲覧、謄写可能な状態にて管理しておりま
す。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理を最も重要な経営課題のひとつと位置づけ、当社固有のリスクを充分認識した上で、危険の

大小や発生可能性に応じて、事前に適切な対応策を準備する等により、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応
を行っております。
①全社的なリスクの監視および全社的な対応は企画部が行います。
②各部門の担当業務におけるリスクは、当該部長が責任者となり、企画部と共同でマニュアル等の整備および徹底、

ならびに必要な教育を行います。



③取締役ならびに各部門長は、個々の職務における重大なリスクの把握に努め、発見したときは取締役会で多面的
な審議を行ったうえ、適切な対策を決定し、実施します。

④内部監査担当部署は、リスク管理の状況についても監査を実施します。
⑤新たにリスク管理面で問題が発生もしくは発生が予測される場合には、取締役会に報告し、その対策を協議して

是正処置を取ります。
⑥不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮の下、弁護士等を含む外部専門家を利用し、迅速な対応

を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えます。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、規程の整備により、取締役の権限・責任の範囲と担当業務を明確かつ適切に定めることで、取締役が効

率的に職務執行する体制を確保しております。
①取締役会は、中期事業計画および各年度の予算案を決定し、各部門がその目標達成のための具体策を立案・実行

します。
②｢組織規程｣｢業務分掌規程｣および｢決裁権限規程｣により、取締役の委嘱事項を定め、委嘱した範囲において職務

執行を決定し実行できる権限を委譲します。取締役は、職務執行の進捗状況等を取締役会および全体会議で報告
します。

③取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、必要に応じて組織、職制、業務分掌、決裁権限等に
関する社内規程等の見直しを行い、必要な改善を行います。

(5) 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は関係会社管理規程を制定しており、親会社の承認事項、親会社への報告事項を定めております。規程に従

って、親会社の取締役会の承認を得る、または親会社の取締役会に報告することによって、企業集団全体で内部統制
の徹底を図ります。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項

当社は、監査役と内部監査部門である社長室は、常に連携できる体制にあるため、監査役の職務を補助すべき使
用人を置いていませんが、監査役からその使用人の設置を求められた場合は、監査役と協議のうえ、必要に応じて
設置します。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合には、その指揮・命令等は監査役の下にあり、その人
事上の取扱いは監査役と協議して行います。



(8) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体
制

当社は、監査役の取締役会等の重要な会議への出席を取締役の業務執行に対する厳正な監視体制とするとともに、
監査役への重要な報告を行う体制としております。

また、当社は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を発見した場合は、速やかに監査役に報告しており
ます。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、｢監査役監査基準｣において、内部監査部門である社長室と監査役が緊密な連携を保つよう努めなければ

ならない旨を定め、監査が実効的に行われることを確保しています。また、取締役と監査役は、積極的に意見交換
を行い、適切な意思疎通を図っております。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制整備
①反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、組織として、毅然とした姿勢で対応します。
②反社会的勢力による不当要求に備えて、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より警察・暴力追放運

動推進センター・顧問弁護士等の外部専門機関との連携強化を図ります。
③反社会的勢力排除に向けた社会的責任および企業防衛の重要性を充分認識し、反社会的勢力との関係を遮断した

事業運営を行います。
④反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で拒絶します。
⑤いかなる理由があっても、事実を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行いません。
⑥反社会的勢力に対する資金提供は絶対に行いません。

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は上記内部統制システムの構築を行っており、その体制を整備し運用を行っております。
当年度における運用状況の概要は次のとおりであります。
取締役会を19回開催し、法令および定款に定める事項、重要な業務執行に関する事項等の意思決定を行うととも

に、取締役から業務執行状況の報告を受けました。業務執行状況において継続的に経営上のリスクを抽出した上で
対応策の検討を行っております。それらを踏まえ、必要に応じて業務または規程の見直しを行い、内部統制システ
ムの実効性向上を図っております。

業務処理の適切性、法令遵守の状況については、監査役と社長室が連携し、計画的に実施する内部監査活動によ
り検証しております。

社長室の行う計画的内部監査は、当社全拠点を対象に実施されており、監査結果については内部監査報告書とし
て代表取締役に対し報告を行っております。



また、監査役は、監査役会で定めた監査の方針などに基づき、取締役会に出席し、取締役や従業員から職務執行
の状況の聴取、決裁書類等の閲覧などの方法により取締役の業務執行の監査を行っています。その検証結果は監査
役会において情報共有し、必要に応じて取締役会に報告しております。



連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　１社
・主要な連結子会社の名称　　　株式会社ヒロ・エンジニアリング

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準および評価方法

イ．その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。
ロ．たな卸資産

・未成工事支出金　　　　　　当社および連結子会社は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定）を採用しております。

・貯蔵品　　　　　　　　　　当社および連結子会社は最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

当社および連結子会社は定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　　　　　　10年～26年
機械、運搬具及び工具器具備品　２年～10年

ロ．無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウエア　　　　５年
のれん　　　　　　　　　　　　５年

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、当社および連結子会社は一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

ロ．株主優待引当金　　　　　　当社は株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しておりま
す。



ハ．工事損失引当金　　　　　　当社は受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持工事のう
ち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事につい
て、損失見込額を計上しております。

④ 完成工事高および完成工事原価の計上基準
成果の確実性が認められる工事契約については、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事に
ついては工事完成基準を適用しております。
なお、工事進行基準による完成工事高は3,095,276千円であります。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ロ．退職給付に係る会計処理の方法　当社は退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用）
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号　2018年１
月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）を2018年４月１日以後適用しております。
　なお、実務対応報告第36号の適用にあたっては、実務対応報告第36号第10項(３)に定める経過的な取扱いに従い、適用
日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継
続しております。

（未適用の会計基準等）
(収益認識に関する会計基準)

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日　企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日　企業会計基準委員会）

(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）および米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準

の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）
を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る
便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計
基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損
なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。



(2）適用予定日
2023年１月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(税効果会計に係る会計基準の適用指針等)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日改正　企業会計基準委員会）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　2018年２月16日最終改正　企業会計基

準委員会）

(1）概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計

基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであ
ります。
（会計処理の見直しを行った主な取扱い）

・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

(2）適用予定日
2020年１月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。

３．連結損益計算書に関する注記
※　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

当連結会計年度
（自　2018年２月１日

至　2019年１月31日）

11,000千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 8,353,200株 2,400株 －株 8,355,600株

（注）発行済株式の総数の増加は、新株予約権の行使による増加であります。



(2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 －株 128,830株 －株 128,830株

（注）自己株式の数の増加は、2018年４月13日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得128,700株および単元未満株
式の買取り130株による増加分であります。

(3) 新株予約権および自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年
度末残高
（千円）

当連結会計年
度期首

当連結会計年
度増加

当連結会計年
度減少

当連結会計年
度末

提出会社
（親会社）

第８回新株予約権
（注）１，２

普通株式 315,800 － 10,300 305,500 1,222

合計 － 315,800 － 10,300 305,500 1,222
（注）１. 第８回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の消滅によるものであります。

２. 第８回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

(4) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(千円)

１株当たり配
当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2018年４月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 83,532 10 2018年１月31日 2018年４月26日

2018年９月７日
取 締 役 会 普通株式 41,134 5 2018年７月31日 2018年10月15日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2019年４月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 82,267 10 2019年１月31日 2019年４月26日



５．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは主に設備投資および運転資本としての資金の調達を目的として、銀行等金融機関から借入により資金を調達
しております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

② 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である電子記録債権、受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価
証券は、主に取引先を中心とした株式であり、価格変動のリスクを有しております。
営業債務である工事未払金等は、すべて１年以内の支払期日であります。工事未払金等、未払法人税等、長期借入金は流動
性リスクを有しております。また、長期借入金は金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等
の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき企画部が適時に資金繰計画を作成・更新することで、流動性のリスクを管理しており
ます。

ハ．市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社は、定期的に株式の時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有
状況を継続的に見直しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する
こともあります。

⑤ 信用リスクの集中
当連結会計年度の末日の連結決算日現在における営業債権のうち55.9％が特定の大口顧客に対するものであります。



(2) 金融商品の時価等に関する事項
　連結決算日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 現 金 及 び 預 金 2,032,042千円 2,032,042千円 －千円

② 受取手形・完成工事未収入金等 1,390,944 1,390,944 －

③ 電 子 記 録 債 権 394,545 394,545 －

④ 投 資 有 価 証 券 108,180 108,180 －

資 産 計 3,925,712 3,925,712 －

① 工 事 未 払 金 等 1,357,010 1,357,010 －

② 未 払 法 人 税 等 250,525 250,525 －

③ 長 期 借 入 金 10,970 10,885 △85

負 債 計 1,618,505 1,618,420 △85
（注）１.金融商品の時価の算定方法

資産
①現金及び預金、②受取手形・完成工事未収入金等および③電子記録債権

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
④投資有価証券

投資有価証券については、株式は取引所の価格によっております。
負債
①工事未払金等、②未払法人税等

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
値により算定しております。



（注）２.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 2,032,042 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 1,390,944 ― ― ―

電子記録債権 394,545 ― ― ―

合　計 3,817,531 ― ― ―

（注）３.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 3,144 3,144 2,283 591 504 1,304

合　計 3,144 3,144 2,283 591 504 1,304
（注）４.長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。

６．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 317円49銭

(2) １株当たり当期純利益 75円25銭

７．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。



８．その他の注記
（企業結合等関係）
(1）企業結合の概要

①　被取得企業の名称およびその事業の内容
被取得企業の名称：株式会社ヒロ・エンジニアリング（以下、「ヒロ・エンジニアリング」という。）
事業の内容　　　：労働者派遣事業

航空宇宙用機器・エネルギー関連機器・産業機械の設計請負
②　企業結合を行った主な理由

当社は、今後、加速度的に増え続けることが予測される電力・石油・石油化学・製鉄・ガス等のあらゆるプラント解体
工事に対して、リンゴ皮むき工法に代表される当社独自の特許工法や、さまざまなプラントでの豊富な経験を活かし、解
体工事の提供に取り組んでおります。

また、当社の属する建設業界におきましては慢性的な技術労働者の不足が続いており、今後においても慢性的な技術労
働者不足の状態が続くものと予測されます。当社は、自らが人材サービス業に参入し、技術労働者を提供してまいりまし
た。

ヒロ・エンジニアリングは、航空・宇宙・プラント・産業機器業界を中心に機械・電気・制御・情報システム等の技術
支援や、企業の運営に欠くことができない事務支援、未来に向けた若手技術者育成の教育支援等、人材を中心としたサー
ビスの提供を行っております。また、当社の取り組みました原子力発電所向け３Ｄ計測の際に当社がヒロ・エンジニアリ
ングの高度な人材を受入れ、技術支援をいただいております。

当社は、ヒロ・エンジニアリングが持つ高度な技術支援や人材サービス業におけるノウハウを、当社の顧客であるプラ
ント企業様への技術提供や、当社の技術労働者不足への対応に、互いに活用しあうことで両社のさらなる成長を図ること
ができると考え、ヒロ・エンジニアリングの第三者割当増資の引受けを決議しました。

今後は、ヒロ・エンジニアリングの財務体質の強化を図るとともに、両社のさらなる発展と業容拡大に向けた取り組み
を積極的に行ってまいります。

③　企業結合日
2018年３月30日

④　企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得

⑤　結合後企業の名称
変更はありません。

⑥　取得した議決権比率
90％

⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価として株式を取得したためであります。



(2）連結累計期間に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2018年４月１日から2019年１月31日まで

(3）被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金及び預金 45,000千円
取得原価 45,000千円

(4）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
①発生したのれんの金額

23,997千円
②発生原因

主としてヒロ・エンジニアリングの労働者派遣事業および航空宇宙用機器・エネルギー関連機器・産業機械の設計請負に
おける事業展開によって期待される超過収益力であります。

③償却方法および償却期間
５年間にわたる均等償却

(5）企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 63,623千円
固定資産 391千円
資産合計 64,015千円
流動負債 20,309千円
固定負債 20,370千円
負債合計 40,679千円



（追加情報）
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用）
　実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実
務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。

１．権利確定条件付き有償新株予約権の概要
（１）権利確定条件付き有償新株予約権の内容

2017年３月17日
取締役会決議

付与対象者の区分および人数
当社取締役　６名
当社監査役　３名
当社従業員　48名

株式の種類別の新株予約権の数（注）１
普通株式

317,800株
付与日 2017年４月４日
権利確定条件 （注）２

対象勤務期間
対象勤務期間は

定めておりません。

権利行使期間
自2019年５月１日
至2024年４月３日

（注）１．株式数に換算しております。
２．①新株予約権の割当を受けたものは、下記の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券

報告書における損益計算書（連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書）に記載される営業
利益の額が、それぞれに定める業績判定水準のいずれかを超過した場合に、当該業績判定水準を最初に
充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
（ⅰ）2019年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合
（ⅱ）2020年1月期から2022年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合
②新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役
員または従業員であることを要する。



（２）権利確定条件付き有償新株予約権の規模およびその変動状況
　当連結会計年度において存在した新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載して
おります。

① 新株予約権の数
2017年３月17日

取締役会決議
権利確定前　(株)
前事業年度末 315,800
付与 －
失効 10,300
権利確定 －
未確定残 305,500
権利確定後　(株)
前事業年度末 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
未行使残 －

② 単価情報
2017年３月17日

取締役会決議
権利行使価格（円） 2,171
行使時平均株価（円） -

２．採用している会計処理の概要
　新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新
株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込
金額を、資本金および資本準備金に振り替えます。
　なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しており
ます。



個別注記表
1．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法
① その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

② 関係会社株式　　　　　　　 移動平均法による原価法
③ たな卸資産

・未成工事支出金　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
・貯蔵品　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　10年～26年
構築物　　　　　　　10年
機械及び装置　　　　５年～８年
車両運搬具　　　　　２年～６年
工具、器具及び備品　２年～10年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金　　　　　　　　 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 株主優待引当金　　　　　　 株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
③ 退職給付引当金　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
④ 工事損失引当金　　　　　　 当社は受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損

失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失
見込額を計上しております。



(4) 完成工事高および完成工事原価の計上基準
成果の確実性が認められる工事契約については、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事に
ついては工事完成基準を適用しております。
なお、工事進行基準による完成工事高は3,095,276千円であります。

(5) その他計算書類の作成のための重要な事項
消費税等の会計処理　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用）
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号　2018年１月
12日。以下「実務対応報告第36号」という。）を2018年４月１日以後適用しております。
　なお、実務対応報告第36号の適用にあたっては、実務対応報告第36号第10項(３)に定める経過的な取扱いに従い、適用日
より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続し
ております。

３．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類および数
普通株式　　　　　　　　　　　　　　128,830株

４．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
従業員賞与 18,202千円
役員賞与 4,868千円
事業税 13,066千円
法定福利費 2,890千円
税務売上認識 5,465千円
退職給付引当金 13,330千円
その他有価証券評価差額金 5,224千円
その他 10,857千円

繰延税金資産　小計 73,905千円
評価性引当額 △6,089千円

繰延税金資産　合計 67,815千円



(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目
別の内訳

法定実効税率 30.86％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.86％
法人税等税額控除 △2.31％
その他 △0.10％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.31％

５．関連当事者との取引に関する注記

種 類 会 社 等 の
名 称 所 在 地 資 本 金

（ 千 円 ）
事業の内容又
は 職 業

議 決 権 等 の
被 所 有 割 合
（ ％ ）

関連当事者と
の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高
（ 千 円 ）

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
て い る 会 社 等

T E R R A ・
E S H I N O
株 式 会 社

東 京 都
中 央 区 100 投 資 事 業

被 所 有
直 接
16．21％

建 物 の 賃 借
役 員 の 兼 任 建 物 の 賃 借 29,814 流 動 資 産

「 そ の 他 」 4,600

（注）１．取引金額には、消費税等を含めておりません。期末残高には、消費税等を含めております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等

貸借料については、近隣の家賃等を参考に一般取引と同様に決定しております。
３．当社代表取締役社長　吉野　佳秀が議決権の60％を直接保有しております。

６．1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり純資産額 318円80銭
(2) 1株当たり当期純利益 76円55銭


